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缶詰およびびん詰め製品の賞味期限表示に関する 

ガイドライン発行について 

－ 公益社団法人日本缶詰びん詰レトルト食品協会 － 

 

 

 

 

関連省庁・団体からのお知らせ 
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食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する 

法律に基づく「食品等流通調査」について 

－ 農林水産省 － 

農林水産省では、「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」に基づき、食品等の取

引の適正化を図るため、食品等の取引の状況その他食品等の流通に関する調査（食品等流通調査）

を行います。 

 

1．通報調査 

農林水産省に関係事業者の皆様からの食品等の取引関係についての相談ダイヤルと相談サイトを開

設し、相談内容に応じて調査を行います。 

 

＜相談ダイヤル＞ 

TEL:03-3502-5744（食品等流通調査担当） 

受付時間：9時 30分～17 時 15分（土曜日・日曜日・祝祭日を除く） 

＜相談サイト＞ 

URL：http://www.maff.go.jp/j/shokusan/ryutu/kouzou_kaizen/sodan_uketsuke.html 

 

2．テーマ調査 

食品等の取引に関して課題となっているテーマについて調査を行います。具体的なテーマの内容につ

いては、通報内容等を踏まえ、今後定めます。 

 

3．その他 

 本調査の結果に基づき、食品等流通事業者等に対する指導・助言等必要な措置を講じます。また、

不公正な取引方法に該当する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対しその事実を通知し

ます。 

 

【参考】 

食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律（抜粋） 

（食品等流通調査） 

第 27 条農林水産大臣は、食品等の取引の適正化のため、食品などの取引の状況その他食品等の流通に関する調査

（以下「食品等流通調査」という。）を行うものとする。 

3 農林水産大臣は、食品等流通調査を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関及び食品等流通事業者その

他の関係事業者に対し、必要な協力を求めることができる。 

4 関係行政機関及び食品等流通事業者その他の関係事業者は、前項の規定により協力を求められたときは、その求め

に応ずるよう努めるものとする。 

（食品等流通調査に基づく措置） 

第 28 条農林水産大臣は、食品等の取引の適正化のため、食品等流通調査の結果に基づき、食品等流通事業者に対

する指導及び助言、食品等の流通に関する施策の見直しその他の必要な措置を講ずるものとする。 

（公正取引委員会への通知） 

第 29 条農林水産大臣は、食品等の取引に関し、不公正な取引方法に該当する事実があると思料するときは、公正取

引委員会に対し、その事実を通知するものとする。 
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食品等流通調査（通報調査）の相談受付サイト 

 

相談者の皆様へ  

提供いただいた個人・事業者・取引情報は、本調査の目的以外には一切使用しません。 

なお、本調査以外の他法令に基づく措置が必要な場合には、他の担当部局への情報提供の可否など

について改めて確認させていただきます。 

相談の受付に当たっては、相談者・相手事業者の氏名、所属、連絡先、相談対象となる取引の概要、

相手先との取引関係についての情報提供をお願いします。 

個々の相談の取扱い（調査着手の判断、進捗、結果、措置等）については、原則お答えしないこととし

ておりますので、予めご理解いただきますようお願いいたします。 

 

 

食品等流通調査（通報調査）相談受付サイト 入力フォーマット 

 

 このページで入力された情報は、SSL と呼ばれる暗号化通信技術により保護されています。 

入力に際しては、半角カタカナ、丸囲みの数字、ローマ数字、全角 1 文字になっている単位・記号など

の機種依存文字[別ウィンドウで開きます]はお使いいただけません。 

意見内容は、2000文字以内で入力してください。 

 

1. 相談者の連絡先（農林水産省から連絡差し上げて良い連絡先） 
 

1-1. 事業者等名（ふりがな）を記入してください。（必須） 

  

1-2. 相談者のお名前（ふりがな）を記入してください。（必須） 

  

1-3. 相談者の所属・役職を記入してください。 

  

1-4. 連絡差し上げて良い電話番号を記入してください。（必須） 

  

1-5. 連絡差し上げて良い電子メールアドレスを記入してください。 

  

1-6. 相談者の事業所等の所在地を記入してください。 

  

1-7. 相談情報の相手企業への開示の可否を選択してください。（必須） 

〇 開示は可 

〇 開示は不可  

1-8. その他、提供いただける情報がございましたら記入してください。 

  

2. 取引の相手方の事業者又は事業者団体 
 

2-1. 事業者又は事業者団体名（ふりがな）を記入してください。（必須） 

  

2-2. 実際に取引している事業所を選択してください。 
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□ 本社  
□ 支店（支所）  
□ 営業所  
□ その他  

2-2-1. 2-2 で「その他」を選択された方は具体的に記入してください。 

  

2-3. 相談者との関係を選択してください。 

□ 親企業  
□ 取引先  
□ 競合他社  
□ その他  

2-3-1. 2-3 で「その他」を選択された方は具体的に記入してください。 

  

3. 行為の具体的な内容 
 

3-1. 相談の内容を具体的に記入してください。 
※①いつ（行為の日時）、②どこで（行為の場所）、③だれが（行為主体者、直接関係者）、④だれと共に（共同行為者）、⑤だれに対して（行為による被害者）、⑥いかなる方法

で、⑦何をしたか、⑧それはなぜか等について記入してください。 

  

3-2. 関連法に違反していると思われる場合、該当すると思う項目をそれぞれ選択してください（複数選択可）。 
 

【独占禁止法の遵守事項】 

□ 発注書面の交付  
□ 書類の作成・保存  
□ 支払い期日を定める  
□ 下請代金の支払い遅延が生じた場合の利息の支払い  
□ わからない  

【下請法の禁止事項】 

□ 受取拒否の禁止  
□ 下請代金の支払い遅延の禁止  
□ 下請代金の減額の禁止  
□ 返品の禁止  
□ 買いたたきの禁止  
□ 購入・利用強制の禁止  
□ 報復措置の禁止  
□ 有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止  
□ 割引困難な手形の交付の禁止  
□ 不当な経済上の利益の提供要請の禁止  
□ 不当な給付内容の変更・やり直しの禁止  
□ わからない  

3-3. 証明する資料（書面、写真、映像、音声録音等を含む）の提供の有無を選択してください。 

〇 資料提供あり  
〇 資料提供なし  

3-3-1. 3-3 で「資料提供あり」を選択された方は提供可能な資料を選択してください（複数選択可）。 

□ 書面  
□ 写真  
□ 映像  
□ 音声記録  
□ その他  

3-3-2. 3-3-1 で「その他」を選択された方は具体的に記入してください。 

  

A送信信確認    リセット  

 

お問合せ先 

食料産業局食品流通課 
担当者：食品等流通調査担当 

代表：03-3502-8111（内線 4152）ダイヤルイン：03-3502-5744 FAX 番号：03-3502-0614 
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第６回「食品産業もったいない大賞」 

表彰式及び事例発表会開催 

－ 公益財団法人 食品等流通合理化促進機構 － 
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OFSI 2019 2月号 No.278 より転載 
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働き方改革関連法の施行に向けた取引上の配慮について 

－ 関係省庁 － 
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商品情報授受効率化の新たな幕開け 
～「品質系情報サービス」のリリースにあたって～ 

－ 株式会社ファイネット － 

 

新春対談企画 

J I I    西田社長 

ファイネット 小原専務 
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ファイン・ファイネット Vol.48 より抜粋 


